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資料１

日本年金機構の職員の採用についての検討案

厚生労働省

１．機構設立後の人員削減数の有期雇用化、及び外部からの採用

数の見直しについて（５月２８日に年金業務・組織再生会議か

ら示された再検討事項の⑤⑥関係）

○ 機構設立時の人員削減に加え、機構設立後に予定される人

員削減数のうち１４００人程度を機構設立時に有期雇用とす

ることにより、機構設立時の正規職員の人員規模を抑制し、

概ね１０９００人程度とする。

○ このうち、機構設立時において、概ね１０００人程度は、

（（注）従来説明４００人）社会保険庁の外部からの採用とする。

○ これにより、機構設立時において、従来の社会保険庁職員

からの採用は、概ね９９００人程度とする。

２．懲戒処分歴のある者の取扱い

○ 懲戒処分歴のある職員については、機構の正規職員には採

用されない。

ただし、成績優秀かつ改革意欲に燃える等の条件に合致す

る者であって、かつ、専門知識、経験等から新組織の構成及

び運営上その職に不可欠な人材として、ごく例外的に正規職

員としての採用が真に必要と認められる者に限っては、個別

に厳格な審査を経ることにより、採用しうるものとする。

○ なお、これらの職員について、有期雇用職員として採用す

ることは可能であるが、この場合にあっても、職員採用審査

会における公正かつ厳格な審査を経る。

また、有期雇用職員としての採用後、業務に精励し、意欲

と能力が実証された場合にあって、正規職員への採用を行お

うとするときは、機構において第三者による公正かつ厳格な

採用審査を行うものとする。
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３．厳正な採用審査

○ 機構設立時の職員採用に当たっては、厚生労働大臣が任命

する設立委員会が、厚生労働大臣の承認を得て選任する学識

経験者の会議（職員採用審査会）の意見を聴いて採否の判断

をすることとされているが、職員採用審査会の構成員や、そ

の下で職員に対する面接を行う者は、全て民間出身者とする。

○ 職員採用審査会では、社会保険庁の人事評価がどの程度参

考にできるか検証するとともに、最終的に自らの判断で職員

の採否を審査する。

なお、職員の採否の審査に当たって、書類審査の結果を踏

まえ、必要な範囲については、詳細な面接審査を行う。

４．機構設立後の人員削減数に見合う有期雇用化職員の処遇等

○ 機構設立後の人員削減数に見合う有期雇用化職員の処遇は、

業務内容や残業等の労働条件を正規職員と同等とすることか

ら、給与等も正規職員と同水準とする。

また、名簿掲載、職員採用審査会、退職金の機構退職時の

一括払等の採用手続も正規職員と同様とする。



日本年金機構設立に伴う人員数の推移案

平成17年度末 平成２０年度 平成２２年１月
（機構設立時）

計画完了時
(ｼｽﾃﾑ刷新の3年後)

非常勤職員

非常勤職員
9,842人

7,756人
有期雇用職員
6,920人程度

※機構発足後の削減
分の有期雇用化
1400人を含む

有期雇用職員

3,670人程度正規職員

正規職員

正規職員

正規職員

13,939人

13,113人
10,910人程度

※社保庁 9910
※外部 1000

10,830人程度

▲2,086

▲840

▲3,250

▲826

▲2,205

▲80

【23,781人】 【14,500人程度】

【約6割の人員数】

削減数 ▲９,２８０人

【20,869人】 【17,830人程度】

正規職員 ▲３，１１０人
非常勤職員 ▲６，１７０人

※全国健康保険協会及び
国（医療指導・年金）
への移管分を除く

－３－

（別添1）



日本年金機構設立時の正規職員の人員数案

社保庁の
正規職員

13,110人
程度

(民間から
の任期付
採用職員
を含む）

社保庁からの
採用数

9,910人

従来の社会保険庁職
員のうち、希望者名
簿に掲載され、審査
を経て、正規職員と
して採用内定を受け
た者

9,910人

定年退職等

要対応分
約2,900人

２１年１月頃
（採用内定）

外部からの採用数
１,０００人

２２年１月
（機構設立時）

再就職の斡旋、勧奨退職等
の分限免職回避の努力

※ 厚生労働省等移管分を除く。

約300人

日本年金
機構の
正規職員

10,910人

約3200人

外部委託等による減 ▲ 805人

有期雇用化による減 ▲1,400人

－４－

（別添２）


